
○ 委員意見を踏まえた前文の修正案について 

 

平成 30年５月 22日正副委員長案 委員意見を踏まえた修正案 

平成十八年十二月、障がい者の人権と基本的自由の享有を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊

重を促進することを目的とする障害者の権利に関する条約が採択され、我が国は、平成二十六年

一月に同条約を締結した。 

 

 障害者の権利に関する条約は、「障がいが、機能障がいを有する者とこれらの者に対する態度及

び環境による障壁との間の相互作用であって、これらの者が他の者との平等を基礎として社会に

完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ずる」という社会モデルの考え方を基本

としている。また、同条約は、合理的配慮の否定を含めたあらゆる形態の差別を障がいに基づく

差別とし、この差別を撤廃するための措置をとることを定めるとともに、合理的配慮とは、障が

い者の人権と基本的自由の享有を確保するための「必要かつ適当な変更及び調整」であり、恩恵

的に施されるものではないことを明らかにした。 

 

 これらの画期的な考え方をはじめとする障害者の権利に関する条約の理念を実現するため、政

府は、関係する法律の整備などを行っており、三重県においても、これらを踏まえ、障がい者の

権利を守るための取組を進めているところである。 

 

 しかしながら、今なお、障がい者に対する理解や、障がい者との対話を通じて社会的障壁を認

識し、除去することの重要性に対する理解が十分に深まっておらず、障がい者はもとより、その

家族も様々な差別に直面している。また、障がい者とその家族は、障がい者が地域において自ら

の選択に基づき生活することについて不安を抱えている現状がある。 

 

 

 このような状況を踏まえ、県民が互いに支え合い、社会全体で常に障がい者との対話を通じて

社会的障壁の除去に取り組み、障がいを理由とする差別や障がい者の自立と社会参加を妨げてい

る諸要因の解消を図らなければならない。我々は、このような取組を進めることが、県民一人ひ

とりの幸福の実現につながるものと確信している。 

 

 

障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくりは、県民一人ひとりの理想で

あり、果たすべき使命である。 

 

ここに、我々は、このような三重県づくりに向けた「未来への新たな一歩」を踏み出し、共生社

会を実現することを決意し、この条例を制定する。 

平成十八年十二月、障がい者の人権と基本的自由の享有を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊

重を促進することを目的とする障害者の権利に関する条約が採択され、我が国は、平成二十六年

一月に同条約を締結した。 

 

 障害者の権利に関する条約は、「障がいが、機能障がいを有する者とこれらの者に対する態度及

び環境による障壁との間の相互作用であって、これらの者が他の者との平等を基礎として社会に

完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ずる」という社会モデルの考え方を基本

としている。また、同条約は、合理的配慮の否定を含めたあらゆる形態の差別を障がいに基づく

差別とし、この差別を撤廃するための措置をとることを定めるとともに、合理的配慮とは、障が

い者の人権と基本的自由の享有を確保するための「必要かつ適当な変更及び調整」であり、恩恵

的に施されるものではないことを明らかにした。 

 

 これらの画期的な考え方をはじめとする障害者の権利に関する条約の理念を実現するため、政

府は、関係する法律の整備などを行っており、三重県においても、これらを踏まえ、障がい者の

権利を守るための取組を進めているところである。 

 

 しかしながら、今なお、障がい者に対する理解や、障がい者との対話を通じて社会的障壁を認

識し、除去することの重要性に対する理解が十分に深まっておらず、障がい者はもとより、その

家族も様々な偏見や差別に直面し、苦悩している。また、障がい者とその家族は、障がい者が自

らの選択に基づき、地域において自立し、社会参加することについて不安を抱えている現状があ

る。 

 

 このような状況を踏まえ、県民が互いに支え合い、社会全体で常に障がい者との積極的な対話

を通じて社会的障壁の除去に取り組み、障がいを理由とする差別や障がい者の自立と社会参加を

妨げている諸要因の解消を図らなければならない。我々は、このような取組を進め、障がい者が

その個性と能力を発揮し、社会のあらゆる分野において活躍できるようにしていくことが、県民

一人ひとりの幸福の実現につながるものと確信している。 

 

障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくりは、県民一人ひとりの理想で

あり、果たすべき使命である。 

 

ここに、我々は、このような三重県づくりに向けた「未来への新たな一歩」を踏み出し、共生

社会を実現することを決意し、この条例を制定する。 
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